コミュニティ協会賞表彰要綱の補足説明
コミュニティ協会賞表彰要綱では、被表彰者の範囲を以下のとおり規定しています。
「第３条　被表彰者の範囲は、おおむね５年以上（１）にわたって、各地域コミュニティ活動の振興等、協会の目的を達成するための事業（２）に精励し、その功績が優れた者とする。」
この条項の文言の解釈については、以下のとおり運用しておりますので、ご推薦いただく際にご留意ください。
（１）「おおむね５年以上」について
①年数が５年未満の場合

年数が５年未満の場合は、原則として表彰の対象とはしません。

②年数のカウント方法

　同時期に複数の地域活動に従事していた場合、それぞれの活動年数を計上することはできません。
（例）『宮っ子』編集員：H27～H29年度に３年間、及び自治会役員：H20、H27・28年度に３年間従事した方の場合

⇒合計６年間の活動年数があるが、H27・28年度はそれぞれに重複しているので、活動年数は４年間（H20、H27～H29年度）として考えます。

（２）「各地域コミュニティ活動の振興等、協会の目的を達成するための事業」について
　西宮コミュニティ協会の「地域コミュニティ」での活動に限定せず、「地域コミュニティ」以外の地域活動（自治会役員、老人会役員等）も対象とすることができます。
